
マイナンバーカードの申請期限は９月末まで！

【お問い合わせ】　町民課  住民年金係　☎098-945-5012
【令和４年６月30日時点】　申請件数：13,218件　　人　　口：35,773人

　お好きなキャッシュレス決済サービスで利用できる「マイナポイント
最大２万円分」をもらうためには、９月末までのカード申請が必要です。 
　申請済みだけど、カードの受け取りに平日・日中のご来庁が難しい方は、
休日・夜間交付窓口（事前予約制）をご利用ください。 
　◎　休日交付窓口　⇒　８／ 14（日）  ９：00～ 13：00 
　◎　夜間交付窓口　⇒　８／ 16（火）17：30～ 19：30 
　　　　　　　　　　　　８／ 18（木）17：30～ 19：30 
　◎　期日前投票期間中の平日は毎日、   17：30～ 19：30 

お問い合わせ先　ウンタマギルー割引クーポン券事務局（産業観光課内）
☎098-953-3258（平日　9時00分～ 17時00分）

利
用
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舗
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集
中

西原町では、コロナ禍における原油価格・物価高騰対策として、町民1人あたり3,000円分の
割引クーポン券配布するにあたりクーポン券を利用できる町内店舗を募集しています。

      店舗登録について
【登録条件】 西原町内に所在する店舗・事業所
【募集期間】 令和4年12月28日（木）まで
【登録方法】 「ウンタマギルー割引クーポン券利用店舗登録申請書（兼 委任状）」を
 産業観光課へ提出。登録が完了次第、町ホームページに店舗名を掲載します。
【申 請 書】 申請書は町ホームページからダウンロードまたは産業観光課窓口にて配布。
　　　　　 詳しくは、町ホームページにてご確認ください。
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　坂田交差点付近の県道那覇北中城線において工事を行っております。当該工事に伴い、下記の通り交通規制
（通行の切替え）を予定しています。
　地域の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますがご協力よろしくお願いします。
※工事の進ちょくにより切替時期が前後する可能性あります。

【お問い合わせ】　都市整備課  工事係  ☎098�945�5041
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令和4年8月現在

現在 8月下旬

令和4年8月下旬
切替予定

第１回通行切替（現在）
交通規制内容：
　中城村側から坂田交差点
　向けの車線切替え

第 2回通行切替
（令和 4年 8月下旬予定）
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土地区画整理事業工事に伴い交通規制が行われます！！

6月23日（木）にさわふじ未来ホールにて『第32回西原町平和事業平和の約束2022』
が開催されました。音楽をとおして命の尊さを考え平和への思いを巡らせました。

会場の様子はYouTubeで生配信され、
西原町から全世界へ平和のメッセージを発信しました。

知念  こずえ知念  こずえ海勢頭  豊

西原高校マーチングバンド

ユキヒロ

読みあいネットワーク喜楽星 7読みあいネットワーク喜楽星 7子どもたちから平和のメッセージ子どもたちから平和のメッセージ長嶺花菜（司会）長嶺花菜（司会）



医療機関

しらかわ内科

貴クリニック
（☆）とうま内科
☎946-3799

ハートライフクリニック

あいわクリニック

月 火 水 木 金 土 日 備　考

・上記の日程は、初回接種（12歳以上）と追加接種の日程です。現在、集団接種の予定
はありません。個別接種をご利用ください。
・予約は、webまたはコールセンターで受付します。医療機関へ直接電話することは
控えてください。ただし、(☆)の医療機関は直接医療機関にお問い合わせください。
・12～15歳の接種は保護者の同伴が必須、16～18歳の接種は可能な限り保護者同
伴をお願いします（医療機関によっては必須）。
なお接種の際は母子手帳を持参するようにお願いいたします。

・12～15歳の予約・接種

・小学生以下の予約・接種
　は受付しておりません。

は受付していません。

・12～15歳は月･水のみ可能
・16～18歳も保護者同伴

※モデルナ社ワクチンを使
用しています。

※1・2回目接種の方は予
約できません。

webなら
24時間
予約可能

ＳＡＫＵ整形クリニック

個別接種（Ｆ：ファイザー、Ｍ：モデルナ）

城間医院
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いちょう内科あしとみ

しんざと内科
アドベンチスト
メディカルセンター

玄米クリニック

小児（5～11歳）の
ワクチン接種について

【予約方法】

web予約
https://jump.mrso.jp/473294
電話予約

下記の医療機関で接種を行っています

◎1回目接種日が12歳の方は、右記の個
別接種をご利用ください。ただし、11
歳で1回目接種をされた方は、1回目と
同じ医療機関で、小児用ワクチンの接
種となります。
◎小児（5～ 11歳）の新型コロナワクチン
接種については西原町
ＨＰにてお知らせしてい
ます。右記のＱＲコード
からご覧できます。

医療機関

◆あいわクリニック

◆太田小児科医院

対象者

◆ハートライフ
　クリニック

小学4年生以上が
対象

5歳以上

玄米クリニック

※下記の内容は7月22日時点の情報となります。コロナワクチンに関する情報は更新が早いため、手元に広報紙が
届くまでに変更となっている可能性があります。最新の情報はＱＡＢデータ放送や西原町ホームページでご確認
ください。

　予防接種では健康被害（病気になったり、障害が残ったりすること）が起こる
ことがあります。新型コロナワクチンの予防接種の場合でも予防接種法に基づく
（医療費・障害年金等）が受けられます。
　申請に必要な手続きなどについては、新型コロナワクチン担当までご相談くだ
さい。

予防接種健康
被害救済制度
について

副反応について
ファイザー社、武田/モデルナ社ワクチンについて、ごく稀であるものの、ワクチン接種後にギラン・バレー症候群
が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してく
ださい。（接種券と同封している説明書は、改定前となっているため、広報にてお知らせします。）

お問い合わせ先　 098-911-9174
[受付時間　9：00～12：00、13：00～17：00(土日祝除く)]

※混雑時には電話がつながりにくい
ことがあります。しばらく時間を
おいてお試しください。

終了間近です！

　世帯の主たる生計維持者の収入が下がった世帯に対し、保険
税が減免される場合があります。申請期限がありますので御注
意ください。

●対象となる世帯
　減免事由
　１．令和4年4月以降に主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
　　※新型コロナウイルス感染症の病状が重く、回復までに長期間要すると認められる場合
２．主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等（事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入）の額が前年の当該収
入金額から10分の3以上の減少が見込まれる世帯

　　※会社都合等の理由により失業し、雇用保険を受給する65歳未満の方について、非自発的失業による国民健康保険
税軽減が適用となる場合は、本減免の対象となりません。

●対象となる保険税　　令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税

　申請方法や減免割合など詳細については、ホームページでご確認、または下記までお問い合わせください。

アプリをインストールする際は注意！！
●企業等が開発した接種証明のアプリもありますので、インストールする際はご注意ください。
　右記のアイコンが、国の接種証明書アプリです。

発行前に要確認！！
●コンビニ発行にて、接種日や製造番号等の間違いがあった場合の返金は行っていませんので、発行前に画面にて必ずご確認くださ
い。間違いがあった場合は、発行せずに西原町コロナワクチン担当までご連絡ください。

●コンビニで海外用の接種証明書を取得する場合、令和4年7月21日以降に、西原町役場窓口かアプリで海外用の接種証明書を取得して
いる必要があります。

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免について新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免について

ノババックスの接種について
8月、9月に月1回、ノババックスの接種を下記の日程で行います。

ノババックスの接種について
8月、9月に月1回、ノババックスの接種を下記の日程で行います。

【お問い合わせ】　健康保険課　賦課徴収係　☎098-911-9163

場　所
日　程
対象者

城間医院
８月23日（火）
1～3回目接種の18歳以上の方

9月の日程につきましては、決まり次第、HPや広報でお知らせし
ます。
※左記の日程で都合が合わない方は、他市町村での接種をご案内
できる場合もあります。詳しくは、西原町HPまたは西原町新型
コロナワクチン担当にご確認ください。

　これまで紙の接種証明書は、役場の窓口にて申請が必要でしたが、アプリからの印刷およびコンビニ発行ができるよう
になります。詳しい内容については、西原町ＨＰでご確認ください。

新型コロナワクチン
接種証明書アプリ
デジタル庁

申請期限は、
令和5年3月15日(※納期限が令和5年
3月31日となる保険税については令
和5年3月31日まで)です。

・マイナンバーカード
・券面入力補助用の暗証番号（※1）
・パスポート（海外渡航の予定がある方）
・接種証明書アプリ

必要なもの

※1マイナンバーカードの「券面入力補助用の暗証番号」とは、利用者自身がマイナンバーカードを市町村の窓口で受け取った際に設定した4桁の数字のことです。

アプリ コンビニ

開始時期
利用可能時間

場　所

・マイナンバーカード
・券面入力補助用の暗証番号（※1）
・手数料　120円
（※印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。）

現在、利用可能
24時間

8月中旬予定
6：30～23：00
県内では、セブン・イレブン
（今後順次、対象事業者を拡大する可能性があります。）

お 見 積 り 無 料 ! !

台所・浴室・トイレ
水廻りのリフォーム

《西原町給水工事指定店》

水道管取替え工事

お気軽に
お電話下さい。

広報にしはら No.606 R4.8.13 「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！

医療機関

しらかわ内科

貴クリニック
（☆）とうま内科
☎946-3799

ハートライフクリニック

あいわクリニック

月 火 水 木 金 土 日 備　考

・上記の日程は、初回接種（12歳以上）と追加接種の日程です。現在、集団接種の予定
はありません。個別接種をご利用ください。
・予約は、webまたはコールセンターで受付します。医療機関へ直接電話することは
控えてください。ただし、(☆)の医療機関は直接医療機関にお問い合わせください。
・12～15歳の接種は保護者の同伴が必須、16～18歳の接種は可能な限り保護者同
伴をお願いします（医療機関によっては必須）。
なお接種の際は母子手帳を持参するようにお願いいたします。

・12～15歳の予約・接種

・小学生以下の予約・接種
　は受付しておりません。

は受付していません。

・12～15歳は月･水のみ可能
・16～18歳も保護者同伴

※モデルナ社ワクチンを使
用しています。

※1・2回目接種の方は予
約できません。

webなら
24時間
予約可能
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小児（5～11歳）の
ワクチン接種について

【予約方法】

web予約
https://jump.mrso.jp/473294
電話予約

下記の医療機関で接種を行っています

◎1回目接種日が12歳の方は、右記の個
別接種をご利用ください。ただし、11
歳で1回目接種をされた方は、1回目と
同じ医療機関で、小児用ワクチンの接
種となります。
◎小児（5～ 11歳）の新型コロナワクチン
接種については西原町
ＨＰにてお知らせしてい
ます。右記のＱＲコード
からご覧できます。

医療機関

◆あいわクリニック

◆太田小児科医院

対象者

◆ハートライフ
　クリニック

小学4年生以上が
対象

5歳以上

玄米クリニック

※下記の内容は7月22日時点の情報となります。コロナワクチンに関する情報は更新が早いため、手元に広報紙が
届くまでに変更となっている可能性があります。最新の情報はＱＡＢデータ放送や西原町ホームページでご確認
ください。

　予防接種では健康被害（病気になったり、障害が残ったりすること）が起こる
ことがあります。新型コロナワクチンの予防接種の場合でも予防接種法に基づく
（医療費・障害年金等）が受けられます。
　申請に必要な手続きなどについては、新型コロナワクチン担当までご相談くだ
さい。

予防接種健康
被害救済制度
について

副反応について
ファイザー社、武田/モデルナ社ワクチンについて、ごく稀であるものの、ワクチン接種後にギラン・バレー症候群
が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してく
ださい。（接種券と同封している説明書は、改定前となっているため、広報にてお知らせします。）

お問い合わせ先　 098-911-9174
[受付時間　9：00～12：00、13：00～17：00(土日祝除く)]

※混雑時には電話がつながりにくい
ことがあります。しばらく時間を
おいてお試しください。

終了間近です！

　世帯の主たる生計維持者の収入が下がった世帯に対し、保険
税が減免される場合があります。申請期限がありますので御注
意ください。

●対象となる世帯
　減免事由
　１．令和4年4月以降に主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病（※）を負った世帯
　　※新型コロナウイルス感染症の病状が重く、回復までに長期間要すると認められる場合
２．主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等（事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入）の額が前年の当該収
入金額から10分の3以上の減少が見込まれる世帯

　　※なお、会社都合等の理由により失業し、雇用保険を受給する65歳未満の方について、非自発的失業による国民健
康保険税軽減が適用となる場合は、本減免の対象となりません。

●対象となる保険税　　令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税

　申請方法や減免割合など詳細については、ホームページでご確認、または下記までお問い合わせください。

アプリをインストールする際は注意！！
●企業等が開発した接種証明のアプリもありますので、インストールする際はご注意ください。
　右記のアイコンが、国の接種証明書アプリです。

発行前に要確認！！
●コンビニ発行にて、接種日や製造番号等の間違いがあった場合の返金は行っていませんので、発行前に画面にて必ずご確認くださ
い。間違いがあった場合は、発行せずに西原町コロナワクチン担当までご連絡ください。

●コンビニで海外用の接種証明書を取得する場合、令和4年7月21日以降に、西原町役場窓口かアプリで海外用の接種証明書を取得して
いる必要があります。

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免について新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免について

ノババックスの接種について
8月、9月に月1回、ノババックスの接種を下記の日程で行います。

ノババックスの接種について
8月、9月に月1回、ノババックスの接種を下記の日程で行います。

【お問い合わせ】　健康保険課　賦課徴収係　☎098-911-9163

場　所
日　程
対象者

城間医院
８月23日（火）
1～3回目接種の18歳以上の方

9月の日程につきましては、決まり次第、HPや広報でお知らせし
ます。
※左記の日程で都合が合わない方は、他市町村での接種をご案内
できる場合もあります。詳しくは、西原町HPまたは西原町新型
コロナワクチン担当にご確認ください。

　これまで紙の接種証明書は、役場の窓口にて申請が必要でしたが、アプリからの印刷およびコンビニ発行ができるよう
になります。詳しい内容については、西原町ＨＰでご確認ください。

新型コロナワクチン
接種証明書アプリ
デジタル庁

申請期限は、
令和5年3月31日(※納期限が令和5年
3月31日.となる保険税については令
和5年3月31日まで1日まで)です。

・マイナンバーカード
・券面入力補助用の暗証番号（※1）
・パスポート（海外渡航の予定がある方）
・接種証明書アプリ

必要なもの

※1マイナンバーカードの「券面入力補助用の暗証番号」とは、利用者自身がマイナンバーカードを市町村の窓口で受け取った際に設定した4桁の数字のことです。

アプリ コンビニ

開始時期
利用可能時間

場　所

・マイナンバーカード
・券面入力補助用の暗証番号（※1）
・手数料　120円
（※印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。）

現在、利用可能
24時間

8月中旬予定
6：30～23：00
県内では、セブン・イレブン
（今後順次、対象事業者を拡大する可能性があります。）

広報にしはら No.606 R4.8.1 2



　児童扶養手当および特別児童扶養手当受給者は引き続き、手当を受ける要件を満たし
ているかを確認するために現況届（特別児童扶養手当については「所得状況届」）の提
出が必要です。
☆期限内に現況届の提出がない場合は、1月定期支払い（特別児童扶養手当は11月定期
支払い）が遅れる場合があります。また、届出がない場合、11月分以降（特別児童
扶養手当は8月分以降）の手当てが受けられなくなります。必ず期限内に届出してく
ださい。
☆ 8月初旬頃に対象者へ西原町役場こども課から、ピンク色の封筒で通知書を発送しま
す。必要書類等、内容をよくご確認の上、当日の手続きの際にお持ちください。
※「母子及び父子家庭等医療費助成」の現況届も、同時に行います。

　ひとり親世帯でない方（ひとり親世帯の方への給付金を受け取った方を除く）子育て世帯を支援するために新たな給付金を
支給します！

１．支給対象者
　■令和４年度住民税（均等割）が非課税の方　
　　　　または
　■新型コロナウイルスの影響を受けて、令和４年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

２．対象児童
　令和４年3月31日時点で18歳未満の児童（障がい児の場合、20歳未満）（※令和５年２月28日までに生まれた新生児等
も対象になります。）

３．支給額　　対象児童1人につき、５万円（1回のみ）
４．支給手続き・支給方法
　　Ⅰ．令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方は、申請不要です。
　　※令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込み済み・振り込み決定済みです。
　　Ⅱ．Ⅰ以外の方（高校生のみ養育している方、収入が急変した方）は、申請が必要です。
　　・申請書に必要書類を添付してこども課窓口または郵送でご提出ください。
　　　詳細は西原町ホームページを確認してください。
　　・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認後、指定口座に振り込みます。

５．申請期限 　　令和５年２月28日（火）（※必着）

※上記手当が２つとも該当している方は、8月18日から　26日までの期間に届
出をお願いします。
※受付時間を過ぎた場合、受付することができませんので、必ず受付時間内に
余裕を持ってお越しください。

「子育て世帯生活支援特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
不審な電話や郵便があった場合は、西原町の窓口や最寄りの警察署、または警察相談専用電話（＃9110）にご連絡ください。

【お問い合わせ】こども課 子育て支援係　☎098-945-5311

令和４年度　子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

令和４年度　低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（“ひとり親世帯でない方”）について

【お問い合わせ】西原町福祉部　こども課　子育て支援係　☎098-945-5311

【お問い合わせ】西原町福祉部　こども課　子育て支援係　☎098-945-5311

◎受付日程

特別児童扶養手当

児童扶養手当

西原町役場
交流センター
会議室

9:30～11:00
13:30～15:30
※時間厳守

8月16日(火)
 　～ 8月17日(水)
8月18日(木)
　　～ 8月26日(金)
　※土・日を除く。

場　　所 受付時間受付期間

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得のひとり親世帯に対し、そ
の実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）が支給されます。

1. 支給対象者　
以下の①～③のいずれかに該当する方
①令和４年４月分の児童扶養手当受給者の方（支給済）
②公的年金等を受給していることにより、令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
（「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。）
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

2. 支給額　　　児童１人当たり一律５万円
3. 支給手続き　
　②、③のいずれかに該当する方は、申請が必要です。申請書、申立書を記入のうえ必要書類とともに令和５年２月28日（※必着）
までにこども課窓口、または、郵送でご提出ください。　詳細は町ホームページでご確認ください。
※申請書、申立書はホームページよりダウンロード可（窓口でも配布しています）。
※必要書類は、申請書、申立書に記載されています。記入もれ、不備書類がある場合は受付できませんのでご了承ください。

児童扶養手当・特別児童扶養手当現況届のお知らせ

　保育料は毎年9月が切り替え時期です。
　９月分以降の保育料については、今年度の町民税（所得割額）をもとに保育料の見直しを行います。
現在町外に住所がある方につきましては、所得割額確認のため令和4年度課税証明書のご提出をお願いいた
します。

９月分から保育料に変更の生じる方のみ８月中に通知を送付します。
(※1) 世帯内で令和３年中の収入につき未申告の方がいる場合、正しい保育料の算定ができないため、
 ９月分以降の保育料は最高階層で仮算定されます。
(※2) 父母の収入だけで生計が成り立たないと認められる（生活保護基準額を下回る）場合は、同居者の課 
 税額を合算して保育料を算定することになります。
(※3)  満3歳児以上の児童については、見直しに伴い副食費が発生することがあります。

4月～8月
前年度の所得割額で算定

9月～3月
今年度の所得割額で算定

【お問い合わせ】 総務課　職員係　☎098-945-5011

「職員採用一次試験」      令和4年9月18日（日）　開始10：00　　西原町役場     

受付期間

申込方法
令和4年8月2日(火）～令和4年8月15日（月） 9：00～ 12：00、13：00～ 17：15（土日・祝日を除く）     

所定の申込書、履歴書（町ＨＰからダウンロード可）、受験票送付用の長形3号封筒（住所・氏名・郵便番号を記入の上、
84円切手を貼ったもの）を総務部総務課へ提出してください。郵送の場合は簡易書留にて封筒に「採用試験申込書在中」
と朱書きし、受付期間内（消印有効）に提出してください。
※詳しくは西原町ホームページ（トップページ→新着情報）をご覧下さい。

学校教育法による高等学校若しくは短期大学を卒業した者（令和5年3月卒業見込みの者を含
む）又はこれと同等の学力を有すると認められる者（行政職上級の受験資格を有する者は受験
できません。）
 
学校教育法による４年制大学を卒業した者（令和5年3月卒業見込みの者を含む）又はこれと同
等の学力を有すると認められる者
 
学校教育法による高等学校以上を卒業した者（令和5年3月卒業見込みの者を含む）又はこれ
と同等の学力を有すると認められる者で、下記のどちらかに該当する者　　
イ・建築系学科、土木系学科または農業土木系学科を卒業した者
ロ・建築施工管理技士2級以上または土木施工管理技士2級以上の資格取得者
 
管理栄養士免許取得者（令和5年3月末までに取得見込みの者を含む） 

調理師免許取得者で、中型免許取得者または平成19年6月1日以前普通運転免許取得者
（※ＡＴ免許は除く） 

職種、採用人員及び受験資格

※年齢要件…行政職（初級）　平成５年４月２日以降生まれた者
　　　　　　行政職（上級）　平成元年４月２日以降生まれた者
 技術、管理栄養士、現業職　　昭和６２年４月２日以降生まれた者
※住所要件…令和４年６月１８日以前に沖縄県に住民登録がされ、引き続き住所を有する者
 （就学のため一時的に県外に転出した者を含む。）　　　　　　　　　　　　　　　　

職種区分 採用人員

行政職（初級）

行政職（上級）

管理栄養士職

現業職

技術職
（土木・建築）

若干名

若干名

若干名

若干名

資　格　等　（※年齢・住所要件は表の下部に示しています）

日時、場所等

令和５年度 西原町職員採用候補者試験について

【お問い合わせ】 こども課　保育所係　☎098-945-5311

広報にしはら No.606 R4.8.15 「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！

　児童扶養手当および特別児童扶養手当受給者は引き続き、手当を受ける要件を満たし
ているかを確認するために現況届（特別児童扶養手当については「所得状況届」）の提
出が必要です。
☆期限内に現況届の提出がない場合は、1月定期支払い（特別児童扶養手当は11月定期
支払い）が遅れる場合があります。また、届出がない場合、11月分以降（特別児童
扶養手当は8月分以降）の手当てが受けられなくなります。必ず期限内に届出してく
ださい。
☆ 8月初旬頃に対象者へ西原町役場こども課から、ピンク色の封筒で通知書を発送しま
す。必要書類等、内容をよくご確認の上、当日の手続きの際にお持ちください。
※「母子及び父子家庭等医療費助成」の現況届も、同時に行います。

　ひとり親世帯でない方（ひとり親世帯の方への給付金を受け取った方を除く）子育て世帯を支援するために新たな給付金を
支給します！

１．支給対象者
　■令和４年度住民税（均等割）が非課税の方　
　　　　または
　■新型コロナウイルスの影響を受けて、令和４年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

２．対象児童
　令和４年3月31日時点で18歳未満の児童（障がい児の場合、20歳未満）（※令和５年２月28日までに生まれた新生児等
も対象になります。）

３．支給額　　対象児童1人につき、５万円（1回のみ）
４．支給手続き・支給方法
　　Ⅰ．令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方は、申請不要です。
　　※令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込み済み・振り込み決定済みです。
　　Ⅱ．Ⅰ以外の方（高校生のみ養育している方、収入が急変した方）は、申請が必要です。
　　・申請書に必要書類を添付してこども課窓口または郵送でご提出ください。
　　　詳細は西原町ホームページを確認してください。
　　・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認後、指定口座に振り込みます。

５．申請期限 　　令和５年２月28日（火）（※必着）

※上記手当が２つとも該当している方は、8月18日から　26日までの期間に届
出をお願いします。
※受付時間を過ぎた場合、受付することができませんので、必ず受付時間内に
余裕を持ってお越しください。

「子育て世帯生活支援特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
不審な電話や郵便があった場合は、西原町の窓口や最寄りの警察署、または警察相談専用電話（＃9110）にご連絡ください。

【お問い合わせ】こども課 子育て支援係　☎098-945-5311

令和４年度　子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

【ひとり親世帯でない方】

【ひとり親世帯の方】

【お問い合わせ】こども課　子育て支援係　☎098-945-5311

◎受付日程

特別児童扶養手当

児童扶養手当

西原町役場
交流センター
会議室

9:30～11:00
13:30～15:30
※時間厳守

8月16日(火)
 　～ 8月17日(水)
8月18日(木)
　　～ 8月26日(金)
　※土・日を除く。

場　　所 受付時間受付期間

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得のひとり親世帯に対し、そ
の実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）が支給されます。

1. 支給対象者　
以下の①～③のいずれかに該当する方
①令和４年４月分の児童扶養手当受給者の方（支給済）
②公的年金等を受給していることにより、令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
（「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。）
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

2. 支給額　　　児童１人当たり一律５万円
3. 支給手続き　
　②、③のいずれかに該当する方は、申請が必要です。申請書、申立書を記入のうえ必要書類とともに令和５年２月28日（※必着）
までにこども課窓口、または、郵送でご提出ください。　詳細は町ホームページでご確認ください。
※申請書、申立書はホームページよりダウンロード可（窓口でも配布しています）。
※必要書類は、申請書、申立書に記載されています。記入もれ、不備書類がある場合は受付できませんのでご了承ください。

児童扶養手当・特別児童扶養手当現況届のお知らせ

【ひとり親世帯の方】

【ひとり親世帯でない方】

　保育料は毎年9月が切り替え時期です。
　９月分以降の保育料については、今年度の町民税（所得割額）をもとに保育料の見直しを行います。
現在町外に住所がある方につきましては、所得割額確認のため令和4年度課税証明書のご提出をお願いいた
します。

９月分から保育料に変更の生じる方のみ８月中に通知を送付します。
(※1) 世帯内で令和３年中の収入につき未申告の方がいる場合、正しい保育料の算定ができないため、
 ９月分以降の保育料は最高階層で仮算定されます。
(※2) 父母の収入だけで生計が成り立たないと認められる（生活保護基準額を下回る）場合は、同居者の課 
 税額を合算して保育料を算定することになります。
(※3)  満3歳児以上の児童については、見直しに伴い副食費が発生することがあります。

4月～8月
前年度の所得割額で算定

9月～3月
今年度の所得割額で算定

【お問い合わせ】 総務課　職員係　☎098-945-5011

「職員採用一次試験」      令和4年9月18日（日）　開始10：00　　西原町役場     

受付期間

申込方法
令和4年8月2日(火）～令和4年8月15日（月） 9：00～ 12：00、13：00～ 17：15（土日・祝日を除く）     

所定の申込書、履歴書（町ＨＰからダウンロード可）、受験票送付用の長形3号封筒（住所・氏名・郵便番号を記入の上、
84円切手を貼ったもの）を総務部総務課へ提出してください。郵送の場合は簡易書留にて封筒に「採用試験申込書在中」
と朱書きし、受付期間内（消印有効）に提出してください。
※詳しくは西原町ホームページ（トップページ→新着情報）をご覧下さい。

学校教育法による高等学校若しくは短期大学を卒業した者（令和5年3月卒業見込みの者を含
む）又はこれと同等の学力を有すると認められる者（行政職上級の受験資格を有する者は受験
できません。）
 
学校教育法による４年制大学を卒業した者（令和5年3月卒業見込みの者を含む）又はこれと同
等の学力を有すると認められる者
 
学校教育法による高等学校以上を卒業した者（令和5年3月卒業見込みの者を含む）又はこれ
と同等の学力を有すると認められる者で、下記のどちらかに該当する者　　
イ・建築系学科、土木系学科または農業土木系学科を卒業した者
ロ・建築施工管理技士2級以上または土木施工管理技士2級以上の資格取得者
 
管理栄養士免許取得者（令和5年3月末までに取得見込みの者を含む） 

調理師免許取得者で、中型免許取得者または平成19年6月1日以前普通運転免許取得者
（※ＡＴ免許は除く） 

職種、採用人員及び受験資格

※年齢要件…行政職（初級）　平成５年４月２日以降生まれた者
　　　　　　行政職（上級）　平成元年４月２日以降生まれた者
 技術、管理栄養士、現業職　　昭和６２年４月２日以降生まれた者
※住所要件…令和４年６月１８日以前に沖縄県に住民登録がされ、引き続き住所を有する者
 （就学のため一時的に県外に転出した者を含む。）　　　　　　　　　　　　　　　　

職種区分 採用人員

行政職（初級）

行政職（上級）

管理栄養士職

現業職

技術職
（土木・建築）

若干名

若干名

若干名

若干名

資　格　等　（※年齢・住所要件は表の下部に示しています）

日時、場所等

令和５年度 西原町職員採用候補者試験について

【お問い合わせ】 こども課　保育所係　☎098-945-5311
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対象者：西原町在住　65歳以上で健康づくりに関心のある方
日　時：令和4年9月22日（木) 10時30分～ 15時10分
 （受付：午前10時）
場　所：エリスリーナ西原ヒルズガーデン（アラマンダ）
内　容：健康づくりについての座学や実技を学ぶ
　　　　☆栄養について「楽しく、賢く、役に立つ食生活のすすめ」
　　　　『お食事タイム(西原町の特産品を一部使ったメニューです)』
　　　　☆健康について「笑って元気！心豊かに、健やかに！」

　　　　☆運動について
　　　　　講話「生涯健康で元気いっぱいの身体づくり」
　　　　　実技「椅子に座ったまま、認知症予防体操；他」
参加費：1,000円（税込み）
募集期間：令和4年8月15日（月）～ 8月26日（金）
申し込み先：西原町役場　福祉課　介護支援係
　　　　　　（窓口へお越し下さい）
　　　　　　※定員に達し次第、締め切ります

令和４年度　楽しい健康長寿セミナー

　
文化財
コラム

　
文化財
コラム

　
西
原
町
の
獅
子
舞
は
旧
暦
七
月
か
ら
八
月

に
か
け
て
の
旧
盆
や
八
月
十
五
夜
な
ど
に
行

わ
れ
、悪
霊
を
払
い
、世
果
報
（
ユ
ガ
フ
ー
）

※
１
を
招
来
し
、
五
穀
豊
穣
と
集
落
の
繁
栄

を
祈
願
す
る
神
事
で
す
。

　
町
内
で
は
幸
地
、
翁
長
、
小
橋
川
、
内
間
、

小
那
覇
、
我
謝
、
桃
原
、
小
波
津
の
八
カ
字

で
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
町
内
の
村
遊
び
※
２
は
「
獅
子
の
慰
労
（
ウ

ト
ゥ
イ
ム
チ
）」
と
い
う
伝
承
が
残
っ
て
お

り
、幸
地
で
は
最
初
の
演
目
「
長
者
の
大
主
」

で
〝
獅
子
ヌ 

ウ
ト
ゥ
イ
ム
チ
サ
ビ
ラ
〟
と

口
上
を
読
み
上
げ
村
遊
び
が
始
ま
る
そ
う

で
す
。

　
古
く
か
ら
伝
わ
る
シ
ー
シ（
演
舞
用
獅
子
）

は
沖
縄
戦
（
昭
和
二
十
年
）
で
焼
失
し
、
戦

後
新
た
に
シ
ー
シ
を
仕
立
て
、
獅
子
舞
の
伝

統
行
事
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
戦
後
の
獅
子
頭
づ
く
り
は
、
町
内
八
カ
字

の
う
ち
五
カ
字
が
字
小
波
津
の
小
波
津
正
雄

氏
に
よ
っ
て
仕
立
て
ら
れ
て
お
り
、
同
氏
は

町
外
の
多
く
の
獅
子
頭
も
仕
立
て
て
い
る
こ

と
か
ら
シ
ー
シ
つ
く
り
の
名
工
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
獅
子
舞
は
地
域
の
守
護
神
と
し
て
悪
霊
を

払
う
迫
力
あ
る
演
舞
が
求
め
ら
れ
ま
す
が
、

そ
れ
を
裏
付
け
る
伝
説
と
し
て
、
幸
地
の
獅

子
舞
が
あ
り
ま
す
。

　
幸
地
の
獅
子
舞
は
空
手
の
型
を
基
礎
に
し

た
「
獅
子
型
（
シ
シ
ヌ
カ
タ
）」
で
、
昔
、

高
門
小
（
タ
カ
ジ
ョ
ウ
グ
ヮ
ー
）
の
男
が
辻

町
で
暴
漢
に
闘
い
を
い
ど
ま
れ
た
時
に
、
獅

子
舞
の
技
で
あ
る
「
脚
割
（
ア
シ
ワ
イ
）」

と
「
顎
シ
リ
（
ウ
ト
ゥ
ゲ
ー
シ
リ
）」
の
実

演
を
し
た
と
こ
ろ
、
暴
漢
は
驚
い
て
退
散
し

た
と
の
こ
と
で
す
。

　
獅
子
舞
の
演
舞
者
は
、「
シ
ー
シ
ニ
ン

ジ
ュ
」、「
シ
ー
シ
ガ
シ
ラ
」、「
シ
ー
シ
シ
ン

カ
」な
ど
と
呼
ば
れ
、以
前
、翁
長
で
は
、入
っ

た
ら
一
生
抜
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の

と
さ
れ
、
難
儀
な
も
の
と
し
て
な
か
な
か
入

る
者
が
な
く
、
力
の
あ
り
そ
う
な
者
を
強
制

的
に
加
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
小
波
津
で
は
、
演
舞
の
過
酷
さ
か
ら
獅
子

舞
役
員
の
手
当
が
支
給
さ
れ
、
地
域
の
清
掃

作
業
も
免
除
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
獅
子
舞
は
二
人
一
組
で
、
前
者
が
前
足
で

両
手
で
獅
子
頭
を
持
ち
、
頭
の
鼻
の
孔
か
ら

ワ
ク
ヤ
ー
（
脇
役
）
や
周
り
の
状
況
を
見
て

ミ
ー
ジ
チ（
目
で
周
囲
を
威
嚇
）を
し
た
り
、

棒
や
鞠
（
マ
ー
イ
）
を
く
わ
え
る
し
ぐ
さ
を

し
、
後
者
が
後
ろ
足
で
、
中
腰
の
状
態
で
前

者
の
腰
帯
を
握
り
、
尻
尾
を
動
か
し
た
り
、

前
者
を
持
ち
上
げ
て
二
足
歩
行
す
る
な
ど
、

筋
力
と
持
久
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
お
互
い
の
動
き
を
理
解
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
一
頭
の
獅

子
を
演
じ
る
た

め
、 

相
方
を
思

い
や
る
気
持
ち

も
必
要
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
現
在
、
町
内

の
ほ
と
ん
ど
の

演
舞
者
は
、

五
十
代
か
ら

六
十
代
が
主

で
、
体
力
的
に

演
舞
が
難
し
く「
獅
子
の
御
願
」だ
け
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
伝
統

芸
能
の
継
承
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
近
年
、
後
継
者
の
育
成
を
図

る
た
め
、「
子
ど
も
獅
子
」
を
製
作
し
て
子

ど
も
の
頃
か
ら
獅
子
舞
に
興
味
を
持
っ
て
も

ら
う
取
組
み
が
、
小
那
覇
、
我
謝
、
小
波
津

で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
獅
子
舞
と
い
う
伝
統
芸
能
は
、
地
域
の
宝

で
あ
り
、
演
舞
者
は
、
過
酷
な
演
舞
に
対
応

で
き
る
体
力
と
思
い
や
り
を
兼
ね
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
自
分
が
家
族
や
地
域
を
守
っ
て

い
る
と
い
う
誇
り
を
持
っ
て
お
り
、
地
域
の

ヒ
ー
ロ
ー
的
存
在
と
い
え
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
を
吹
き
飛
ば
し
、
穏
や
か
な
日

常
が
迎
え
ら
れ
る
よ
う
、
地
域
の
伝
統
芸
能

に
対
し
て
若
い
世
代
の
奮
起
と
参
加
を
期
待

し
て
い
ま
す
。

※
１
　
世
果
報  

：
豊
作
・
健
康
・
子
孫
繁
栄

な
ど
。

※
２
　
村
遊
び 

：
旧
暦
八
月
十
五
夜
の
村
芝

居
な
ど
。

獅
子
舞

【お問い合わせ】福祉課　介護支援係　☎ 098-945-4791

先着
30名様

子ども獅子の製作
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お
問
い
合
わ
せ 

文
化
課 

文
化
財
係  

☎
９
４
４

－

４
９
９
８

「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！

　『月桃』歌碑建立実行委員会により西原町運動公園夕陽の広
場に歌碑が建立されました。
　作詞・作曲をした海

うみ
勢
せ

頭
ど

豊
ゆたか

さんは「月桃の歌を子ども達に
歌い継いでほしい」と語りました。また、坂田小学校音楽部
による「月桃」の合唱が行われ、平和を願う参加者の心をひ
とつにしました。
　平和の願いを込め、歌碑は西原の塔・運玉森・摩文仁の丘
を結ぶと一直線になる場所に建てられました。

　沖縄県の本土復帰50周年を記念し、西原町では、写真資料展
や平和の語り部の映像を保存する活動を行いました。
5/13 ～ 6/20
■本土復帰50周年記念事業写真展

（西原町役場町民ギャラリー）
6/22　　　　　　　
■「月桃」歌碑建立　

（西原町運動公園　夕日の広場）
■平和の語り部　映像保存・活用

（玉
たま

那
な

覇
は

香
か

代
よ

子
こ

さんの戦争体験談を映
像として残し、「平和の約束2022」で
公開しました）
■小波津「弾痕の残る石塀」案内版設
置予定

　西原町では6月を「西原町平和月間」と定めています。今年は
3年ぶりの平和音楽イベントや平和資料展などの平和事業を
開催しました。
企画展示
6/1 ～ 6/30　
■西原町平和資料展（町民広場）
6/1 ～ 6/30　
■西原町の戦争の記憶関連
文化遺産群展示　

（西原町中央公民館）
6/14 ～ 7/3
■西原の戦後復興展

（西原町立図書館）
平和音楽イベント
6/23
■「平和の約束2022」（さわふじ未来ホール）
　　　　　　　　「平和の約束2022」の動画はこちら

　第42回全日本バレーボール小学生大会沖縄県大会におい
て、西原クラブ男子と西原南クラブ男女が優秀な成績を収め
ました。5年ぶり24回目の優勝に輝いた西原クラブのキャプ
テン池

いけ
辺
べ

泰
たい

河
が

さんは「県代表として全国でも優勝目指して頑
張ります」と笑顔で抱負を述べました。

優　勝　西原クラブ（男子）
全日本バレーボール小学生大会（東京）へ出場

第３位　西原南クラブ（男子）
全九州小学生バレーボール男女優勝大会（熊本）へ出場

ベスト8　西原南クラブ（女子）
ドリームカップジュニアオールスター佐賀大会（佐賀）へ出場

　毎年7月は県産品奨励月間です。今年は西原町商工会（下
しも

地
じ

浩
ひろ

之
ゆき

会長）と西原町観光まちづくり協会（近
こん

藤
どう

哲
てつ

司
じ

会長）より
町産品の優先使用と町内企業への優先発注を崎

さき
原
はら

盛
せい

秀
しゅう

西原町
長と大

おおしろ
城好
よしひろ

弘西原町議会議長へ要請がありました。
崎原町長は「町内企

業がしっかり働ける環
境を行政がバックアッ
プし、魅力あるまちづ
くりのため、町と企業
が協力して頑張ってい
きたい」とあいさつし
ました。

　4年に1度オランダで開催される「世界音楽コンクール」に西
原高校マーチングバンドが日本代表として出場します。世界
大会での活躍を願い、南西石油（株）村

むら
上
かみ

統
おさむ

代表取締役社長（後
列中央）より100万円が西原高校マーチングバンドへ寄付さ
れました。部長の屋

や
良
ら

和
わ

佳
か

菜
な

さんは「世界一をとって沖縄の
人たちを元気にし
たいです」と意気込
みを語りました。
　また、その他にも
多くの町内外の企
業から多額の寄付
が寄せられました。

平和の願い永久に　月桃の歌碑
建立

6月　西原町平和月間

沖縄県本土復帰 50 周年記念事業

凄いぞ！バレーっ子大活躍！

町産品・町内企業で西原町を盛り
上げよう！

世界へ羽ばたけ　西原高校マーチ
ングバンド 企業が応援

6月22日水
7月13日水

7月1日金

7月8日金

平和資料展を見学する坂田幼稚
園児たち
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集団健診のご予約は忘れずに
知ってますか？医療機関よりも安くがん検診が受診でき、とってもお得なんです！！知ってますか？医療機関よりも安くがん検診が受診でき、とってもお得なんです！！

■ 特定健診、胃･肺･大腸がん検診 ■
場　　所 西原町保健センター（役場内）

自己負担額 特定健診：（20代30代）1,300円、（40歳以上）無料
胃がん:1,000円、肺がん:400円、大腸がん:600円

予約申し込み先 沖縄県健康づくり財団（電話番号：098-889-6492）　＊予約受付時間8:30～12：00、13：00～16:00

受付時間 8:00～11:00

■ 乳がん、子宮頸がん検診 ■ 年度末偶数年齢の方が対象です。
マンモグラフィ予約定員残りわずか！！

場　　所 西原町保健センター（役場内）

自己負担額 乳がん：マンモグラフィ・40歳以上2,100円　
子宮頸がん：600円

予約申し込み先 健康保険課　098-911-9163　

受付時間 13:30～14:30日　　程 8月18日（木）

日　程 対象行政区

8/20 土

10/16 日 9/12（月）～9/14（水）

～8/10（水）
健康保険課まで
098-911-9163

※定員に達し次第、受付終了します

終了すべての方が対象です

すべての方が対象です 8/８（月）～９/4（日）

予約期間
web予約 電話予約

※集団健診の年間計画については、ホームページまたは健診ガイドをご確認ください。

お問い合わせ　健康保険課 保健予防係　☎911-9163

SMS（ショートメッセージサービス）
による特定健診等のご案内
　西原町国民健康保険に加入されて
いる皆様へ。ショートメッセージサービ
スによる特定健診お知らせメールを送
付します。
健康保険課電話番号
「098-911-9163」から送信されます。

特定健診の受信状況（令和4年7月1日現在）
受診率

【比較】前年度同時期

令和3年度受診率目標

目標まであと

36.8％

33.6％

60.0％

1,227人

申込みは
こっち

　気がめいるような暑さが続いていますね。夏バテしていませんか？
ところで8月31日は何の日かご存知ですか？8月31日は「8（や）3（さ）1(い)」の日です。
夏野菜を食べて暑い夏を乗り切りましょう！

　野菜にとって旬とは「最も生育条件がそろった環境で育てられ、最も成熟している時期」。味はさることな
がら、野菜は旬の時期に一番栄養価が高く、体に必要な栄養素が詰まっています。その中でも夏野菜は、水
分やカリウムを豊富に含んでいるものが多く、身体にこもった熱を身体の中からクールダウンしてくれます。

★ビタミン　  ×　油（炒め物、揚げ物）　＝　ビタミンの吸収率アップ
★ビタミンＡ　×　Ｃ　×　（Ｅ：オリーブオイルやツナ缶）　＝　免疫力アップ
★ビタミンＣ　×　鉄（シジミ、小松菜、ほうれん草、油揚げ）　＝　鉄の吸収アップ

旬の野菜とは？

代表的な夏野菜

組み合わせポイント！

お問い合わせ　健康保険課　保健予防係　098-911-9163

●ビタミンＡで感染症予防
●ビタミンＣが皮膚、血管、
　骨などを丈夫に

●ビタミンＡで感染症予防
●ビタミンＣが皮膚、血管、
　骨などを丈夫に

●ビタミンＣが豊富
●加熱してもビタミンＣが
　失われにくい

●ビタミンＣが豊富
●加熱してもビタミンＣが
　失われにくい

●苦味成分（モモルデシン）で
　食欲増進効果
●ビタミンＣで美肌効果

●苦味成分（モモルデシン）で
　食欲増進効果
●ビタミンＣで美肌効果

●ネバネバ成分の（ペクチン）
　が下痢や便秘に効果的。
●ビタミンＢ1が疲労回復効果

●ネバネバ成分の（ペクチン）
　が下痢や便秘に効果的。
●ビタミンＢ1が疲労回復効果

●カリウムでむくみ解消や
　高血圧予防
●香気成分（ピラジン）で
　血液サラサラ

●カリウムでむくみ解消や
　高血圧予防
●香気成分（ピラジン）で
　血液サラサラ

●皮に含まれるナスニン
　という色素が動脈硬化
　などの生活習慣病に効果的

●皮に含まれるナスニン
　という色素が動脈硬化
　などの生活習慣病に効果的

●体の熱を放出し夏バテ予防。
●サポニンで肥満防止
●体の熱を放出し夏バテ予防。
●サポニンで肥満防止

「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！広報にしはら No.606 R4.8.19

集団健診のご予約は忘れずに
知ってますか？医療機関よりも安くがん検診が受診でき、とってもお得なんです！！知ってますか？医療機関よりも安くがん検診が受診でき、とってもお得なんです！！

■ 特定健診、胃･肺･大腸がん検診 ■
場　　所 西原町保健センター（役場内）

自己負担額 特定健診：（20代30代）1,300円、（40歳以上）無料
胃がん:1,000円、肺がん:400円、大腸がん:600円

予約申し込み先 沖縄県健康づくり財団（電話番号：098-889-6492）　＊予約受付時間8:30～12：00、13：00～16:00

受付時間 8:00～11:00

■ 乳がん、子宮頸がん検診 ■ 年度末偶数年齢の方が対象です。
マンモグラフィ予約定員残りわずか！！

場　　所 西原町保健センター（役場内）

自己負担額 乳がん：マンモグラフィ・40歳以上2,100円　
子宮頸がん：600円

予約申し込み先 健康保険課　098-911-9163　

受付時間 13:30～14:30日　　程 8月18日（木）

日　程 対象行政区

8/20 土

10/16 日 9/12（月）～9/14（水）

～8/10（水）
健康保険課まで
098-911-9163

※定員に達し次第、受付終了します

終了すべての方が対象です

すべての方が対象です 8/８（月）～９/4（日）

予約期間
web予約 電話予約

※集団健診の年間計画については、ホームページまたは健診ガイドをご確認ください。

お問い合わせ　健康保険課 保健予防係　☎911-9163

SMS（ショートメッセージサービス）
による特定健診等のご案内
　西原町国民健康保険に加入されて
いる皆様へ。ショートメッセージサービ
スによる特定健診お知らせメールを送
付します。
健康保険課電話番号
「098-911-9163」から送信されます。

特定健診の受信状況（令和4年7月1日現在）
受診率

【比較】前年度同時期

令和3年度受診率目標

目標まであと

36.8％

33.6％

60.0％

1,227人

申込みは
こっち

広報にしはら No.606 R4.8.1 8



お問い合わせ　健康保険課　国民健康保険係　☎098-911-9163

【問い合わせ】　総務課　行政係　☎098-945-011

令和3年度情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況について

◇◆国民健康保険◆◇

限度額適用認定証の更新時期です
更新手続きは、８月１日 (月) から！

◇◆国民健康保険◆◇

限度額適用認定証の更新時期です
更新手続きは、８月１日 (月) から！

　現在お持ちの「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担減額認定証」の有効
期限は、令和４年７月31日です。８月以降も引き続き認定証が必要な方は、更新手続
きをお願いします。

持ってくるもの対　象　者
①対象者の国民健康保険証
②窓口に来る方の顔写真付き本人確認書類（免許証等）
③世帯主と対象者のマイナンバーカード（顔写真入り）
　または、マイナンバー通知カード（コピー可）

・70歳未満の方
・70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の方
　及び住民税課税世帯のうち「現役並み所得者Ⅰ」、
「現役並み所得者Ⅱ」に該当する方

 掲載内容（日時、場所、内容等を詳しく）
○令和3年度　情報公開制度・個人情報保護制度運用状況
　Ⅰ　情報公開制度の運用状況
　　（１)公開請求件数は15件で、処理状況内訳は表1のとおりです。
　　（２）分野別の公開請求件数は、産業・経済関係1件、公害・自然関係7件、保健・衛生・医療関係２件
　　　　教育・文化関係3件、行政一般関係２件となっています。
　　（３）実施機関別の公開請求処理件数は、町長事務部局14件、教育委員会4件となっています。

　Ⅱ　個人情報保護制度の運用状況
　　（１）自己情報に関する開示等請求は6件で、処理状況内訳は表2のとおりです。
　　　　表２　自己情報（開示・訂正・消去・停止）の処理状況内訳

※1つの請求書で複数の文書請求があり、かつ、処分内容が複数に及ぶものが15件中3件あります。

公開請求
件数
15

公　 開
4

一部公開
4

非公開
0

不存在による請求拒否
10

取下げ
0

不服
申立て
0

年度

3

開示
請求
6

開示

3

一部
開示
1

不開示

0

請求
拒否
2

取下げ

0

訂正
請求
0

消去
請求
0

停  止
請求件数

0

停止

0

請求
拒否
0

不服
申立て
0

◆世帯員に令和４年度所得未申告者がいる場合は区分判定ができないため、必ず収入申告をお願いします。

（２）個人情報の目的外利用の届出は2件、外部提供は38件となっています。

【お問い合わせ】　与那原・西原・中城ファミリーサポートセンター　☎098-988-1914

日　程：令和4年9月7日(水）・8日(木）・14日(水)・15日(木）の４日間
時　間：午前9時～午後5時（昼食時間含）
　　　　※若干の変更有
会　場：中城村役場・吉の浦会館
内　容：保育の心・子どもの心の発達・子どもの遊び/世話・
　　　　子どもの身体の発育と病気・小児看護の基礎知識・栄養と食生活(実習)
定　員：20名（定員に達し次第締め切り）　
受講料：無　料（テキスト代込み）　
対　象：心身共に健康で全日程受講できる方
　※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、延期になる場合もございます。

令和４年度　ファミリーサポートセンター　第11回子育てサポーター養成講座
地域でつながる子育て支援の輪にあなたも加わってみませんか？

●ファミリーサポートセンターとは
「子育ての手助けをしてほしい人」と「子育てのお手
いがしたい人」が会員となり、地域で行う相互援助活
動を組織化したものです。育児支援の為に子どもの一
時預かりや保育施設への送迎、病児・病後児の預かり
など・・地域の方々の力を借りて、子育てママ・パパ
を有償ボンティアで応援します
　◎子育ての合間でサポートしてみたい
　◎仕事が入ってない日にサポート出来るかも・・・
　◎定年退職して時間に余裕ができた
　◎自分も助けて貰ったおかえしをしたい　　　
　・・・などなど、子育てサポートに興味のある方々
      　『ちょこっとボランティア』してみませんか？

75歳以上の方 後期高齢者医療制度 被保険者の皆様

　　　　 医療費が高額になる場合 ご確認ください 　　　　

【お問い合わせ】　健康保険課 後期高齢者医療係  ☎ 098-911-9163

同一世帯内で過去12か月以内に限度額を超えた支給月数が3回以上あった場合、4回目以降の限度額です。
年間（8月～翌年7月）の限度額は、144,000円です。
過去12か月以内に外来＋入院（世帯単位）の限度額を超えた支給月数が3回以上あった場合、4回目以降の限度額です。

※1
※2
※3

　後期高齢者医療の被保険者で療養（入院・外来）を受ける場合には、限度額証（下記、①または②）を被保険者証に添えて医
療機関の窓口で提示することにより、窓口での支払金額（自己負担額）が自己負担限度額までになります。

■申請手続きが必要となる方
①今までに限度額証の申請を行ったことがなく、初めて申請される方
　　※交付を受けたことがある方で該当する一部の方には、被保険者証と一緒に同封しております。
②長期入院該当になる方（過去12か月以内の入院日数が91日以上）
　１割証をお持ちで、②限度額適用・標準負担額減額認定証（区分Ⅱ）をすでに持っている場合でも、再度お手続きが必要です。
≪申請時にご持参いただくもの≫
　◎被保険者証　◎窓口に来られる方の身分証明書　
　（長期入院該当を申請の方）上記書類と併せて、◎限度額証（薄むらさき色）　◎入院日数がわかる書類

●自己負担限度額（月額）　（自己負担割合　3割の方）　①限度額適用認定証

所得区分

区分Ⅲ 252,600円＋（医療費-842,000円）×1％
（140,100円）※1

167,400円＋（医療費-558,000円）×1％
（93,000円）※1

80,100円＋（医療費-267,000円）×1％
（44,400円）※1

（課税所得
690万円以上）
区分Ⅱ
（課税所得
380万円以上）
区分Ⅰ
（課税所得
145万円以上）

外来＋入院（世帯単位） 証の
交付申請

入院１食あたりの
食事代

460円

不要

必要

所得区分

一般 18,000円※2 57,600円
（44,400円）※3

8,000円※2

24,600円

15,000円

過去12か月以内に90日を超える入院
（長期入院該当）

90日までの入院

（課税世帯）

区分（低所得）Ⅱ
（非課税世帯）

区分（低所得）Ⅰ
（非課税世帯）

外来
（個人ごと）

外来＋入院
（世帯単位）

証の
交付申請入院１食あたりの食事代

210円

460円

100円

160円

不要

必要

●自己負担限度額（月額）　（自己負担割合　1割の方）　②限度額適用・標準負担額減額認定証

司法書士法人
きゃん事務所

広報にしはら No.606 R4.8.111 「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！

お問い合わせ　健康保険課　国民健康保険係　☎098-911-9163

【問い合わせ】　総務課　行政係　☎098-945-011

令和3年度情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況について

◇◆国民健康保険◆◇

限度額適用認定証の更新時期です
更新手続きは、８月１日 (月) から！

◇◆国民健康保険◆◇

限度額適用認定証の更新時期です
更新手続きは、８月１日 (月) から！

　現在お持ちの「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担減額認定証」の有効
期限は、令和４年７月31日です。８月以降も引き続き認定証が必要な方は、更新手続
きをお願いします。

持ってくるもの対　象　者
①対象者の国民健康保険証
②窓口に来る方の顔写真付き本人確認書類（免許証等）
③世帯主と対象者のマイナンバーカード（顔写真入り）
　または、マイナンバー通知カード（コピー可）

・70歳未満の方
・70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の方
　及び住民税課税世帯のうち「現役並み所得者Ⅰ」、
「現役並み所得者Ⅱ」に該当する方

 掲載内容（日時、場所、内容等を詳しく）
○令和3年度　情報公開制度・個人情報保護制度運用状況
　Ⅰ　情報公開制度の運用状況
　　（１)公開請求件数は15件で、処理状況内訳は表1のとおりです。
　　（２）分野別の公開請求件数は、産業・経済関係1件、公害・自然関係7件、保健・衛生・医療関係２件
　　　　教育・文化関係3件、行政一般関係２件となっています。
　　（３）実施機関別の公開請求処理件数は、町長事務部局14件、教育委員会4件となっています。

　Ⅱ　個人情報保護制度の運用状況
　　（１）自己情報に関する開示等請求は6件で、処理状況内訳は表2のとおりです。
　　　　表２　自己情報（開示・訂正・消去・停止）の処理状況内訳

※1つの請求書で複数の文書請求があり、かつ、処分内容が複数に及ぶものが15件中3件あります。

公開請求
件数
15

公　 開
4

一部公開
4

非公開
0

不存在による請求拒否
10

取下げ
0

不服
申立て
0

年度

3

開示
請求
6

開示

3

一部
開示
1

不開示

0

請求
拒否
2

取下げ

0

訂正
請求
0

消去
請求
0

停  止
請求件数

0

停止

0

請求
拒否
0

不服
申立て
0

◆世帯員に令和４年度所得未申告者がいる場合は区分判定ができないため、必ず収入申告をお願いします。

（２）個人情報の目的外利用の届出は2件、外部提供は38件となっています。

【お問い合わせ】　与那原・西原・中城ファミリーサポートセンター　☎098-988-1914

日　程：令和4年9月7日(水）・8日(木）・14日(水)・15日(木）の４日間
時　間：午前9時～午後5時（昼食時間含）
　　　　※若干の変更有
会　場：中城村役場・吉の浦会館
内　容：保育の心・子どもの心の発達・子どもの遊び/世話・
　　　　子どもの身体の発育と病気・小児看護の基礎知識・栄養と食生活(実習)
定　員：20名（定員に達し次第締め切り）　
受講料：無　料（テキスト代込み）　
対　象：心身共に健康で全日程受講できる方
　※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、延期になる場合もございます。

令和４年度　ファミリーサポートセンター　第11回子育てサポーター養成講座
地域でつながる子育て支援の輪にあなたも加わってみませんか？

●ファミリーサポートセンターとは
「子育ての手助けをしてほしい人」と「子育てのお手
いがしたい人」が会員となり、地域で行う相互援助活
動を組織化したものです。育児支援の為に子どもの一
時預かりや保育施設への送迎、病児・病後児の預かり
など・・地域の方々の力を借りて、子育てママ・パパ
を有償ボンティアで応援します
　◎子育ての合間でサポートしてみたい
　◎仕事が入ってない日にサポート出来るかも・・・
　◎定年退職して時間に余裕ができた
　◎自分も助けて貰ったおかえしをしたい　　　
　・・・などなど、子育てサポートに興味のある方々
      　『ちょこっとボランティア』してみませんか？

75歳以上の方 後期高齢者医療制度 被保険者の皆様

　　　　 医療費が高額になる場合 ご確認ください 　　　　

【お問い合わせ】　健康保険課 後期高齢者医療係  ☎ 098-911-9163

同一世帯内で過去12か月以内に限度額を超えた支給月数が3回以上あった場合、4回目以降の限度額です。
年間（8月～翌年7月）の限度額は、144,000円です。
過去12か月以内に外来＋入院（世帯単位）の限度額を超えた支給月数が3回以上あった場合、4回目以降の限度額です。

※1
※2
※3

　後期高齢者医療の被保険者で療養（入院・外来）を受ける場合には、限度額証（下記、①または②）を被保険者証に添えて医
療機関の窓口で提示することにより、窓口での支払金額（自己負担額）が自己負担限度額までになります。

■申請手続きが必要となる方
①今までに限度額証の申請を行ったことがなく、初めて申請される方
　　※交付を受けたことがある方で該当する一部の方には、被保険者証と一緒に同封しております。
②長期入院該当になる方（過去12か月以内の入院日数が91日以上）
　１割証をお持ちで、②限度額適用・標準負担額減額認定証（区分Ⅱ）をすでに持っている場合でも、再度お手続きが必要です。
≪申請時にご持参いただくもの≫
　◎被保険者証　◎窓口に来られる方の身分証明書　
　（長期入院該当を申請の方）上記書類と併せて、◎限度額証（薄むらさき色）　◎入院日数がわかる書類

●自己負担限度額（月額）　（自己負担割合　3割の方）　①限度額適用認定証

所得区分

区分Ⅲ 252,600円＋（医療費-842,000円）×1％
（140,100円）※1

167,400円＋（医療費-558,000円）×1％
（93,000円）※1

80,100円＋（医療費-267,000円）×1％
（44,400円）※1

（課税所得
690万円以上）
区分Ⅱ
（課税所得
380万円以上）
区分Ⅰ
（課税所得
145万円以上）

外来＋入院（世帯単位） 証の
交付申請

入院１食あたりの
食事代

460円

不要

必要

所得区分

一般 18,000円※2 57,600円
（44,400円）※3

8,000円※2

24,600円

15,000円

過去12か月以内に90日を超える入院
（長期入院該当）

90日までの入院

（課税世帯）

区分（低所得）Ⅱ
（非課税世帯）

区分（低所得）Ⅰ
（非課税世帯）

外来
（個人ごと）

外来＋入院
（世帯単位）

証の
交付申請入院１食あたりの食事代

210円

460円

100円

160円

不要

必要

●自己負担限度額（月額）　（自己負担割合　1割の方）　②限度額適用・標準負担額減額認定証
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令和4年6月30日現在	 人口:（男）17,997人	（女）17,776人	（男女計）35,773人	 世帯数:15,522世帯

 た   の  ひで   お

寄付者：新栄設備工業株式会社(田野秀雄代表取締役社長)　　
寄付額：50万円
使い道：町長が必要と認められる事業

寄付者：有限会社大武産業（下地武代表取締役）
寄付額：50万円 
使い道：その他町長が必要と認められる事業

しも  じ たけし 

◆スキルアップ講座 ※事前申込（電話）が必要です。

※事前申込（電話）が必要です。

月・水・金にお電話で申し込みください↓

◆就職セミナー

就職セミナー 個別相談
★就職活動の基礎、応募書類の書き方、面接対策までしっかりサポート！

※全てのセミナーは、ハローワーク失業認定申告書の求職活動実績の対象になります。
※スキルアップ講座は都合により変更となる可能性があります。
　お申込の際にご確認ください。

★個別相談を踏まえ、あなたに合った就職活動を就職決定までサポートします。

9月26日（月）
14:00～15:30

　

８月８日（月）
９月９日（金）
14:00～16:00

就職セミナー情報
就活に役立つ様々な講座を開催します！

【対象】西原町民 【定員】各講座 10名まで【場所】西原町役場内 会議室

基礎から学ぶ応募書類
★「履歴書を書くのは久しぶり」「職務経歴書は何を書けばいい？」
　応募書類に対する不安を基礎からおさらいして解決しましょう。

適職のヒントの見つけ方
★好きなこと（興味）得意なこと（能力）大事にしたいこと（価値観）の中には

仕事探しのヒントがつまっています。書き出しながら整理してみましょう。

８月24日（水）
14:00～15:30

　中間申告書を提出期限までに提出することが困難
な場合には、提出期限の延長が認められます。
　当期の業績が悪化している場合、「仮決算に基づ
く中間申告」もご検討ください。

【申込先・お問い合わせ】西原町雇用サポートセンター（産業観光課内）☎098-945-4540

あたたかいお心遣いに、深く感謝申し上げます。愛の贈り物

年１回の中間申告の申告・納付期限は
                              ８月３１日(水)
振替納税利用の場合の口座振替日は
                              ９月２８日(水)

令和３年分の確定消費税額が
48万円超の方が対象です

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う取扱い

		

個人事業者の消費税の中間申告と
納付しおりの配布について

詳しくは国税庁
ホームページへ

まえ  だ   ひろ  き

寄付者：有限会社沖縄クリーン工業（前田裕樹代表取締役）
寄付額：20万円 
使い道：子育て・健康・福祉の充実のに関する事業

寄付者：株式会社いしかわ文明堂（石川京美代表取締役）　　
寄　贈：検温器1台

いし かわ きよ  み

※町内各小中学校へ新型コロナウイルス対策用ハンズフリー
　拡声器も寄付いただきました

■台風時のごみの収集について
　台風の接近に伴い暴風警報が発令された場合、ごみ
の収集は中止となります。暴風警報が正午前に解除さ
れた場合はその時点から収集を開始しますが、正午を
過ぎた時点で解除された場合には、ごみの収集は終日
中止となります。詳細は、西原町ホームページをご確認
ください。
問

�

	 環境安全課	環境保全係　☎945-5018

■中央公民館のあり方を考えるアンケートを実
施します！

　町では今年度、中央公民館のあり方を検討し、今後の
方向性を定める「中央公民館再整備基本計画」の策定を
目指しています。
そこで、みなさまのご意見を広くお聞かせいただくた
めのアンケート調査を実施します
【調査期間】令和4年8月1日(月)～令和4年8月19日(金)
【回答方法】
①	オンラインによる回答
（右のQRコードから西原町ホームページ
をご確認ください）
②アンケート用紙（紙）による回答
【配布・回収場所】西原町役場（正面玄関）、中央公民館、
町立図書館。
問

�

	 企画財政課　☎945-4533

■農業者年金について
　「20歳以上60歳未満で国民年金の第１号被保険者」
または「60歳以上65歳未満で国民年金の任意加入者」
で、年間60日以上農業に従事している方は、だれでも
加入できます。詳細は農業者年金基金のホームページ
をご覧ください。
問

�

	 西原町農業委員会　☎945-5281
	 ＪＡおきなわ西原支店　☎945-5225

■「まち・ひと・しごと創生総合戦略委員」の募
集について

　町では、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、人口減
少問題の克服や地方創生に向け、「町人口ビジョン」及
び「総合戦略」を策定しており、今年度見直し作業を進
めています。両計画の見直しに向けて「西原町まち・ひ
と・しごと創生総合戦略委員会」を設置します。
そこで、町民のみなさまから委員を募集しますので、ご
興味がある方は、ぜひご応募ください。
【応募期限】令和４年８月18日（木）
問

�
	 作業内容やスケジュール、応募方法などの詳細は、

企画財政課までお問い合わせください。
☎945-4533

台風時の水道対策はお済みですか？

【お問い合わせ】上下水道課　☎098�945�4934

台風対策について
　台風が接近してから対策を行うのは非常に危険です。
台風接近前に確認しましょう！
１．  高架タンクに水を溜めておきましょう 
　水タンクが空になって軽くなると、強風で吹き飛ば
されたり、水タンクの破損や接続している水道管も破
損する恐れがあります。非常に危険ですので事前に点
検をしましょう
２．  高架タンクのふたをしっかり閉めましょう
　水タンクのふたがしっかり閉まっていないと、強風
で吹き飛ばされる恐れがあり非常に危険です。
また、ふたが外れることで雨やゴミなどが水タンクに
入り衛生的にもよくありません。

断水に備えましょう！
　台風接近時には、万一の断水に備えて、各自において
飲料水を容器に確保し、また生活用水(トイレ・その他)
を浴槽等に水を溜めて確保をお願いいたします。

　県営・町営住宅、アパート、マンションなどの加圧ポ
ンプ（電気を使用して水に圧力を加え、高架タンクや蛇
口まで水を送る機械）を使用している方は、台風による
停電や漏電ブレーカーが落ちることで加圧ポンプが動か
なくなり、断水になる恐れがありますので注意しましょ
う。
　仮に、電力が復旧しても水が出ないときは、各建物管
理者（県営・町営住宅係、家主、管理人、不動産会社等）
へ連絡、確認するようお願いいたします。

台風通過後のお願いについて
　台風通過後は、清掃や洗車等で水の使用量の増加が予
想されます。そのために、水圧が弱くなったり、断水が
起きる可能性があります。
　被災後の復旧に、最も必要な水が確保できなくなるこ
とを避けるため、緊急でない水の過度なご使用（清掃・
洗車等）は２日～３日程度の間隔をおいてご使用いただ
きますようご協力お願いいたします。
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「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！

 た   の  ひで   お

寄付者：新栄設備工業株式会社(田野秀雄代表取締役社長)　　
寄付額：50万円
使い道：町長が必要と認められる事業

寄付者：有限会社大武産業（下地武代表取締役）
寄付額：50万円 
使い道：その他町長が必要と認められる事業

しも  じ たけし 

◆スキルアップ講座 ※事前申込（電話）が必要です。

※事前申込（電話）が必要です。

月・水・金にお電話で申し込みください↓

◆就職セミナー

就職セミナー 個別相談
★就職活動の基礎、応募書類の書き方、面接対策までしっかりサポート！

※全てのセミナーは、ハローワーク失業認定申告書の求職活動実績の対象になります。
※スキルアップ講座は都合により変更となる可能性があります。
　お申込の際にご確認ください。

★個別相談を踏まえ、あなたに合った就職活動を就職決定までサポートします。

9月26日（月）
14:00～15:30

　

８月８日（月）
９月９日（金）
14:00～16:00

就職セミナー情報
就活に役立つ様々な講座を開催します！

【対象】西原町民 【定員】各講座 10名まで【場所】西原町役場内 会議室

基礎から学ぶ応募書類
★「履歴書を書くのは久しぶり」「職務経歴書は何を書けばいい？」
　応募書類に対する不安を基礎からおさらいして解決しましょう。

適職のヒントの見つけ方
★好きなこと（興味）得意なこと（能力）大事にしたいこと（価値観）の中には

仕事探しのヒントがつまっています。書き出しながら整理してみましょう。

８月24日（水）
14:00～15:30

　中間申告書を提出期限までに提出することが困難
な場合には、提出期限の延長が認められます。
　当期の業績が悪化している場合、「仮決算に基づ
く中間申告」もご検討ください。

【申込先・お問い合わせ】西原町雇用サポートセンター（産業観光課内）☎098-945-4540

あたたかいお心遣いに、深く感謝申し上げます。愛の贈り物

年１回の中間申告の申告・納付期限は
                              ８月３１日(水)
振替納税利用の場合の口座振替日は
                              ９月２８日(水)

令和３年分の確定消費税額が
48万円超の方が対象です

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う取扱い

  

個人事業者の消費税の中間申告と
納付しおりの配布について

詳しくは国税庁
ホームページへ

まえ  だ   ひろ  き

寄付者：有限会社沖縄クリーン工業（前田裕樹代表取締役）
寄付額：20万円 
使い道：子育て・健康・福祉の充実のに関する事業

寄付者：株式会社いしかわ文明堂（石川京美代表取締役）　　
寄　贈：検温器1台

いし かわ きよ  み

※町内各小中学校へ新型コロナウイルス対策用ハンズフリー
　拡声器も寄付いただきました

ちゅららペイント
～ 真 心 込 め て ～

ちゅらら工房 株式会社

士
築
建
級
二

士
能
技
装
塗
級
一

毎月 先着 5 名様
高圧洗浄
無料
高圧洗浄
無料

日頃の感謝を込めて

をご契約された方
外壁塗装・屋根防水工事
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生涯学習のマスコット
「 マナビィ 」

児童館情報は
ここでチェック！生涯学習だより

            【お問い合せ】            
ニシバル歴史の会事務局（文化課内） ☎098-944-4998

　今年度の第１回公民館主催講座「絵本のアニマシ
ン講座」が令和4年６月3日、西原町中央公民館で開
催され、絵本に関わりのある方
20名の参加がありました。それ
ぞれが響いた言葉を交互に読み
上げ、すてきな群読を完成させ
ました。

アニマシオンとは…
　内発的な学習を促す方法で、
「心がワクワクする」という教育方法です。スペイン
の子ども図書館で始められた活動で子ども達を読書
へ誘うために開発されました。

　三線の良さを知ってもらおうと、小学１年生から中学
3年生を対象に、6月4日から5回講座で、子ども三線講座
が中央公民館で開催されました。講師の當間清子先生は
履物を揃える、座布団のおき方などの基本の礼儀作法も

教えながら、三
線の基礎を説明。
最年少の小学1年
生の照屋ゆうみ
さんも一生懸命、
先生の声に耳を
傾けていました。

　戦後、沖縄の生活は米軍統治下から日本復帰を経て、変化
していきました。その変化を食生活の変化と一緒に考えてい
きます。
講　　師：宮城 能彦氏（沖縄大学人文学部こども文化学科教授）
日　　時：8月27日（土）14：00～16：00（開場13：30）
場　　所：西原町立図書館　集会室（2階）
定　　員：50名（申込必須・先着順）参加無料
申込方法：電話申込のみ  ※月～金 9：00～17：00（祝日除く）
申込締切：8月24日（水）　
※新型コロナウイルス感染症対策のため、必ず申込をお願いし
ます。申込の際には、氏名・住所・連絡先をお伝えください。
※当日は体調の確認をさせていただきます。また、マスク着
用でお願いします。

            【お問い合せ】            
教育部文化課 文化財係　☎098-944-4998

　西原町を広くアピールすることを目的に、町の歴史や文化な
どの説明ができるガイドを養成する講座を開催します。
日　　程：８月20日（土）・９月10日（土）・９月17日（土） 
　　　　　10月１日（土）・10月22日（土）・11月５日（土）
　　　　　全6回　※予備日：11月12日（土）
場　　所：西原町立図書館2階　他
時　　間：10：00～12：00　
対　　象：文化財ガイドとして活動いただける方。
　　　　　町内外、老若男女を問いません。
定　　員：10名（先着順）
申込方法：電話申込のみ ※月～金 9：00～ 17：00（祝日除く）
申込締切：8月18日（木）
※申し込みの際には、氏名・住所・連絡先をお伝えください。
※詳細は以下にお問い合わせください。

「はらっぱむらのなつまつり」        
「30000このすいか」        
「たいふうがくる」        

「八月は冷たい城」      
「夜市」      
「真夏の方程式」      

●休館日：１日（月）、８日（月）、11日（木）、15日（月）、22日（月）、29日（月）
●開館時間の変更：10日（水）、12日（金）は旧盆のため 17時で閉館します。
　　18日（木）は館内整理日（通常閉館）ですが、
　　13時～17時は開館します。　
                      
                      

【地域】
【児童】 「えらべる！できる！ぼうけん図鑑 沖縄」            

「ハブと海洋生物ハンドブック」            
「子どもとでかける沖縄あそび場ガイド」            

【一般】● 8 月のおすすめ本

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道   2022．８．28（日）さわふじ未来ホール 上映　①14：00　②18：00
【お問合せ】 西原町生涯学習課 中央公民館　☎098-945-3657

令和4年度公民館主催講座がスタートしました。

▲詳しくはこちら

～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～

日常生活のあらゆる相談に乗ります。
※電話相談にも応じています。また、17
時以降は留守番電話で受け付けます。

※予約優先　時間／10時～16時（12時～13時を除く）
　　　　　　　　　　

福祉相談･･･生活のための手段や生活費に関する相談、
ひとり親家庭の悩み相談
障害福祉なんでも相談･･･障害のある方や、発達が気に
なる方、その家族などが抱える悩み・困りごとに関する
相談
法律相談･･･人権・財産・離婚問題など法的トラブルに関
する相談（相談時間：13時～16時）
司法書士相談・・・不動産相続や贈与、借金問題、遺言や
公正証書等の相談（相談時間：13時～16時）　　　  

消費生活・家庭相談･･･訪問販売、契約のトラブル、親
子・夫婦間の悩み、近隣トラブルなどのお悩み相談
　

問 合 せ　西原町社会福祉協議会
事前予約　☎945-3651　 FAX946-6777

総 合 相 談

不登校の児童・生徒や保護者への支援
や助言を行います。

相談日時　月～金曜　9時～16時（12時～13時を除く）
問 合 せ　教育相談室（西原町中央公民館内）　☎944-3603

教 育 相 談

国などの行政機関に対する苦情や要望
に関する相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　あらかきとものり
相 談 員　新垣朝憲
問 合 せ　行政苦情110番　☎ 0570-090-110
 総務部総務課　☎945-5011

行 政 相 談

就職に関するお悩みをひとりひとりに
あったかたちでサポートし、お悩みを
解決します。

相談日時　随時
問 合 せ　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内） ☎945-4540

雇 用 相 談

高齢者やそのご家族などからの介護や
保健、福祉に関する相談に応じます。 

相談日時　随時　※事前にお電話でご予約をお願いします。
問 合 せ　西原町地域包括支援センター　☎882-0117

高齢者の方の
相 談 全 般

いじめ、DVなど人権に関わることの
相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　  
相 談 員　島袋和徳、 呉屋勝司、 上原尚善、 安田純子 
　　　　　　　　　
 　慶田元順子、 祖慶聖子
問 合 せ　総務部総務課　☎945-5011

人 権 相 談

町内相談機関

月

火

水

木

金

しまぶくろかずのり ご   や  かつ じ うえはらひさよし やす だじゅんこ

  け  だ もとじゅんこ   そ  けいせい こ

令和4年度乳幼児健診について
　詳しい日程および対象につい
ては、西原町のHPをご確認く
ださい。

8月15日（月）8月31日（水）

8月25日（木）8月31日（水）

8月31日（水）

8月10日（水）

8月10日（水）

町県民税（2期分）

国民健康保険税（2期分）

介護保険料（２期分）

学校給食費（6月分）

保育所保育料（8月分）

種  目 納期限 口座振替日

【お問い合わせ】　総務課　秘書広報係　☎098-945-5011
【お問い合わせ】こども課　母子保健係

☎098-945-5311

納め忘れにご注意

後期高齢者医療保険料
（2期分）

いじめ、DVなど人権に関してお困りの方、お気軽にご相談ください。
相談は無料で秘密は固く守られます。

新しく人権擁護委員の
　　　　　任につきました。　

6月をもって退任となりました。
長年のご尽力に対し深く感謝申し上げます。

島袋 和徳
しまぶくろ かずのり

みんなの人権110番
☎0570-003-110

上原 尚善
うえはら ひさよし

慶田元 順子
け   だ  もと じゅん こ

祖慶 聖子
  そ  けい  せい こ

與那嶺 等
  よ  な  みね ひとし

奥濱 幸子
おくはま  さち  こ

平良  明
 たい  ら    あきら

呉屋 勝司
  ご   や   かつ じ

安田 純子
やす  だ　じゅんこ

広報にしはら No.606 R4.8.115 「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！
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生涯学習のマスコット
「 マナビィ 」

児童館情報は
ここでチェック！生涯学習だより

            【お問い合せ】            
ニシバル歴史の会事務局（文化課内） ☎098-944-4998

　今年度の第１回公民館主催講座「絵本のアニマシ
ン講座」が令和4年６月3日、西原町中央公民館で開
催され、絵本に関わりのある方
20名の参加がありました。それ
ぞれが響いた言葉を交互に読み
上げ、すてきな群読を完成させ
ました。

アニマシオンとは…
　内発的な学習を促す方法で、
「心がワクワクする」という教育方法です。スペイン
の子ども図書館で始められた活動で子ども達を読書
へ誘うために開発されました。

　三線の良さを知ってもらおうと、小学１年生から中学
3年生を対象に、6月4日から5回講座で、子ども三線講座
が中央公民館で開催されました。講師の當間清子先生は
履物を揃える、座布団のおき方などの基本の礼儀作法も

教えながら、三
線の基礎を説明。
最年少の小学1年
生の照屋ゆうみ
さんも一生懸命、
先生の声に耳を
傾けていました。

　戦後、沖縄の生活は米軍統治下から日本復帰を経て、変化
していきました。その変化を食生活の変化と一緒に考えてい
きます。
講　　師：宮城 能彦氏（沖縄大学人文学部こども文化学科教授）
日　　時：8月27日（土）14：00～16：00（開場13：30）
場　　所：西原町立図書館　集会室（2階）
定　　員：50名（申込必須・先着順）参加無料
申込方法：電話申込のみ  ※月～金 9：00～17：00（祝日除く）
申込締切：8月24日（水）　
※新型コロナウイルス感染症対策のため、必ず申込をお願いし
ます。申込の際には、氏名・住所・連絡先をお伝えください。
※当日は体調の確認をさせていただきます。また、マスク着
用でお願いします。

            【お問い合せ】            
教育部文化課 文化財係　☎098-944-4998

　西原町を広くアピールすることを目的に、町の歴史や文化な
どの説明ができるガイドを養成する講座を開催します。
日　　程：８月20日（土）・９月10日（土）・９月17日（土） 
　　　　　10月１日（土）・10月22日（土）・11月５日（土）
　　　　　全6回　※予備日：11月12日（土）
場　　所：西原町立図書館2階　他
時　　間：10：00～12：00　
対　　象：文化財ガイドとして活動いただける方。
　　　　　町内外、老若男女を問いません。
定　　員：10名（先着順）
申込方法：電話申込のみ ※月～金 9：00～ 17：00（祝日除く）
申込締切：8月18日（木）
※申し込みの際には、氏名・住所・連絡先をお伝えください。
※詳細は以下にお問い合わせください。

「はらっぱむらのなつまつり」        
「30000このすいか」        
「たいふうがくる」        

「八月は冷たい城」      
「夜市」      
「真夏の方程式」      

●休館日：１日（月）、８日（月）、11日（木）、15日（月）、22日（月）、29日（月）
●開館時間の変更：10日（水）、12日（金）は旧盆のため 17時で閉館します。
　　18日（木）は館内整理日（通常閉館）ですが、
　　13時～17時は開館します。　
                      
                      

【地域】
【児童】 「えらべる！できる！ぼうけん図鑑 沖縄」            

「ハブと海洋生物ハンドブック」            
「子どもとでかける沖縄あそび場ガイド」            

【一般】● 8 月のおすすめ本

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道   2022．８．28（日）さわふじ未来ホール 上映　①14：00　②18：00
【お問合せ】 西原町生涯学習課 中央公民館　☎098-945-3657

令和4年度公民館主催講座がスタートしました。 ～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～

日常生活のあらゆる相談に乗ります。
※電話相談にも応じています。また、17
時以降は留守番電話で受け付けます。

※予約優先　時間／10時～16時（12時～13時を除く）
　　　　　　　　　　

福祉相談･･･生活のための手段や生活費に関する相談、
ひとり親家庭の悩み相談
障害福祉なんでも相談･･･障害のある方や、発達が気に
なる方、その家族などが抱える悩み・困りごとに関する
相談
法律相談･･･人権・財産・離婚問題など法的トラブルに関
する相談（相談時間：13時～16時）
司法書士相談・・・不動産相続や贈与、借金問題、遺言や
公正証書等の相談（相談時間：13時～16時）　　　  

消費生活・家庭相談･･･訪問販売、契約のトラブル、親
子・夫婦間の悩み、近隣トラブルなどのお悩み相談
　

問 合 せ　西原町社会福祉協議会
事前予約　☎945-3651　 FAX946-6777

総 合 相 談

不登校の児童・生徒や保護者への支援
や助言を行います。

相談日時　月～金曜　9時～16時（12時～13時を除く）
問 合 せ　教育相談室（西原町中央公民館内）　☎944-3603

教 育 相 談

国などの行政機関に対する苦情や要望
に関する相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　あらかきとものり
相 談 員　新垣朝憲
問 合 せ　行政苦情110番　☎ 0570-090-110
 総務部総務課　☎945-5011

行 政 相 談

就職に関するお悩みをひとりひとりに
あったかたちでサポートし、お悩みを
解決します。

相談日時　随時
問 合 せ　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内） ☎945-4540

雇 用 相 談

高齢者やそのご家族などからの介護や
保健、福祉に関する相談に応じます。 

相談日時　随時　※事前にお電話でご予約をお願いします。
問 合 せ　西原町地域包括支援センター　☎882-0117

高齢者の方の
相 談 全 般

いじめ、DVなど人権に関わることの
相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　  
相 談 員　島袋和徳、 呉屋勝司、 上原尚善、 安田純子 
　　　　　　　　　
 　慶田元順子、 祖慶聖子
問 合 せ　総務部総務課　☎945-5011

人 権 相 談

町内相談機関

月

火

水

木

金

しまぶくろかずのり ご   や  かつ じ うえはらひさよし やす だじゅんこ

  け  だ もとじゅんこ   そ  けいせい こ

令和4年度乳幼児健診について
　詳しい日程および対象につい
ては、西原町のHPをご確認く
ださい。

8月15日（月）8月31日（水）

8月25日（木）8月31日（水）

8月31日（水）

8月10日（水）

8月10日（水）

町県民税（2期分）

国民健康保険税（2期分）

介護保険料（２期分）

学校給食費（6月分）

保育所保育料（8月分）

種  目 納期限 口座振替日

【お問い合わせ】　総務課　秘書広報係　☎098-945-5011
【お問い合わせ】こども課　母子保健係

☎098-945-5311

納め忘れにご注意

後期高齢者医療保険料
（2期分）

いじめ、DVなど人権に関してお困りの方、お気軽にご相談ください。
相談は無料で秘密は固く守られます。

新しく人権擁護委員の
　　　　　任につきました。　

6月をもって退任となりました。
長年のご尽力に対し深く感謝申し上げます。

島袋 和徳
しまぶくろ かずのり

みんなの人権110番
☎0570-003-110

上原 尚善
うえはら ひさよし

慶田元 順子
け   だ  もと じゅん こ

祖慶 聖子
  そ  けい  せい こ

與那嶺 等
  よ  な  みね ひとし

奥濱 幸子
おくはま  さち  こ

平良  明
 たい  ら    あきら

呉屋 勝司
  ご   や   かつ じ

安田 純子
やす  だ　じゅんこ

▲詳しくはこちら
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マイナンバーカードの申請期限は９月末まで！

【お問い合わせ】　町民課  住民年金係　☎098-945-5012
【令和４年６月30日時点】　申請件数：13,218件　　人　　口：35,773人

　お好きなキャッシュレス決済サービスで利用できる「マイナポイント
最大２万円分」をもらうためには、９月末までのカード申請が必要です。 
　申請済みだけど、カードの受け取りに平日・日中のご来庁が難しい方は、
休日・夜間交付窓口（事前予約制）をご利用ください。 
　◎　休日交付窓口　⇒　８／ 14（日）  ９：00～ 13：00 
　◎　夜間交付窓口　⇒　８／ 16（火）17：30～ 19：30 
　　　　　　　　　　　　８／ 18（木）17：30～ 19：30 
　◎　期日前投票期間中の平日は毎日、   17：30～ 19：30 

お問い合わせ先　ウンタマギルー割引クーポン券事務局（産業観光課内）
☎098-953-3258（平日　9時00分～ 17時00分）

利
用
店
舗
募
集
中

西原町では、コロナ禍における原油価格・物価高騰対策として、町民1人あたり3,000円分の
割引クーポン券を配布するにあたりクーポン券を利用できる町内店舗を募集しています。

      店舗登録について
【登録条件】 西原町内に所在する店舗・事業所
【募集期間】 令和4年12月28日（水）まで
【登録方法】 「ウンタマギルー割引クーポン券利用店舗登録申請書（兼 委任状）」を
 産業観光課へ提出。登録が完了次第、町ホームページに店舗名を掲載します。
【申 請 書】 申請書は町ホームページからダウンロードまたは産業観光課窓口にて配布。
　　　　　 詳しくは、町ホームページにてご確認ください。
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　坂田交差点付近の県道那覇北中城線において工事を行っております。当該工事に伴い、下記の通り交通規制
（通行の切替え）を予定しています。
　地域の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますがご協力よろしくお願いします。
※工事の進ちょくにより切替時期が前後する可能性あります。

【お問い合わせ】　都市整備課  工事係  ☎098-945-5041

マックスバリュ　
坂田店● ●沖縄銀行

●坂田交番

●元マクドナルド

西原高校
●

　前田
●マンションビル

中城村▶

◀浦添市

仮設道路

通行止め

仮設道路

坂　田
交差点

那
覇
市
▼

通行止め

マックスバリュ　
坂田店● ●沖縄銀行

●坂田交番

●元マクドナルド

西原高校
●

　前田
●マンションビル

中城村▶

◀浦添市

仮設道路

坂　田
交差点

仮設道路

令和4年8月現在

現在 8月下旬

令和4年8月下旬
切替予定

第１回通行切替（現在）
交通規制内容：
　中城村側から坂田交差点
　向けの車線切替え

第 2回通行切替
（令和 4年 8月下旬予定）

那
覇
市
▼

土地区画整理事業工事に伴い交通規制が行われます！！


